
水俣市農業委員会「農地利用最適化推進委員」募集要項

１　農地利用最適化推進委員の募集内容
　（１）　募集人数　１４名
　　　　　　※　区域毎の募集人数については、別表のとおりです。
　（２）　任期　　　農業委員会が委嘱した日（令和８年７月２０日以降）から令和１１
　　　　　　　　　年７月１９日まで
　（３）　身分　　　水俣市の特別職の非常勤職員
　（４）　業務内容　別紙「農業委員会の業務」を御参照ください。
[bookmark: _GoBack]（５）　委員報酬　年額：２５８，０００円
※　年額報酬に加え、農地利用の最適化業務に係る活動、成果の実績に応じ
て報酬が加算されます。
　　　　　　※　この額は、令和８年１月１日現在のものです。
（６）　推薦・応募
　　　　　　この「農地利用最適化推進委員」と別途募集する「農業委員」の双方につい
て推薦・応募をすることはできます。ただし、委員の併任はできません。

２　推薦を受ける者及び応募する者の資格
農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者です。
ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
（１）　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
（２）　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けること
がなくなるまでの者

３　推薦及び応募の方法
提出書類に必要事項を記入の上、添付書類を添えて、郵便または持参により、農業委員会（事務局）に提出してください。
なお、推薦及び応募に係る書類は、返却できませんので御了承ください。
（1） 　提出書類　農地利用最適化推進委員の推薦書類・応募書類
（2） 　添付書類
推薦を受ける者または応募者の戸籍謄本または住民票抄本（本籍が記載され
ているもの）
なお、発行後３箇月以内のものに限ります。
　（３）　提出先　水俣市農業委員会（事務局）
（４）　受付期間　令和８年２月２日（月）から令和８年３月３日（火）まで
※　期限内で必着です。
※　持参される場合は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までに提
出してください。

４　選考方法
水俣市農業委員会総会にて選考します。
なお、選考結果は、推薦をした者並びに推薦を受けた者及び応募者の全員に文書で
通知します。

５　情報の公表
募集期間の中間及び終了後に、水俣市ホームページで以下の内容を公表します。
（１）推薦をし、または応募する区域
（２）推薦をする者（個人の場合）の氏名、職業、年齢及び性別
（３）推薦をする者（法人または団体の場合）の名称、目的、代表者または管理人の
氏名、構成員の数及び構成員たる資格
（４）推薦を受ける者または応募する者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経
営の状況
（５）推薦または応募の理由
（６）推薦をする者が、推薦を受ける者を水俣市農業委員に推薦されているか否かの
別、または応募する者が、水俣市農業委員に応募しているか否かの別

６　問合せ先
〒８６７－８５５５ 水俣市陣内１丁目１番１号
水俣市農業委員会事務局
電話：０９６６－６１－１６１７　FAX：０９６６－６３－５５４７

【別表】
農地利用最適化推進委員が担当する区域
	区域の名称
	担当地区
	推進委員
の定数

	市街地区域
	１区、２区、３区、４区、５区、６区、７区、８区、１９区、２０区、２１区、２２区
	４人

	袋・月浦区域
	１７区、１８区
	３人

	湯出・長崎区域
	１５区、１６区
	２人

	東部区域
	９区、１０区、１１区、１２区、１３区、１４区
	３人

	久木野区域
	２３区、２４区、２５区、２６区
	２人



